
大田市告示第８号 

 

大田市介護認定調査結果表等の情報提供に係る取扱要綱（平成１７年大

田市告示第１１５号の４）等の一部を次のように改正する。 

 

令和５年２月３日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

（大田市介護認定調査結果表等の情報提供に係る取扱要綱の一部改正） 

第 1 条 大田市介護認定調査結果表等の情報提供に係る取扱要綱の一部を

次のように改正する。 

 第 1 条中「大田市個人情報保護条例（平成１７年大田市条例第１１号

）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び

大田市個人情報保護法施行条例（令和４年大田市条例第３２号）」に改

める。 

 第５条第３号中「１５日」を「３０日」に改める。 

様式第６号中「大田市個人情報保護条例第１８条第１項」を「個人情

報の保護に関する法律第８３条第１項」に改める。 

（大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

の一部改正） 

第２条 大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する

要綱（平成２２年大田市告示第８６号）の一部を次のように改正する。 

 様式第４号中「大田市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関す

る法律及び大田市個人情報保護法施行条例」に改める。 

（大田市農業次世代人材投資資金交付要綱の一部改正) 

第３条 大田市農業次世代人材投資資金交付要綱（平成２４年大田市告示

第１２９号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１２号中「島根県及び大田市が定める個人情報保護条例」を「

個人情報の保護に関する法律」に改める。 

  附 則 

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５

１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 


